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消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
は
、
個
人
情
報
が
守
ら

れ
て
い
ま
す
。
苦
情
や
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
を

は
じ
め
、
不
安
に
感
じ
た
り
、
何
か
お
か
し
い

と
思
わ
れ
た
と
き
に
は
、
ま
ず
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
へ
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談

　

平
成
19
年
度
は
６
４
４
件
で
、
前
年
度
対
比

86
％
（
前
年
度
７
４
６
件
）
と
減
少
に
な
り
ま

し
た
が
、
こ
れ
ら
は
「
は
が
き
に
よ
る
架
空
請

求
」
の
相
談
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

す
。
一
方
、
契
約
・
購
入
金
額
を
含
む
請
求
金

額
は
、
１
億
９
，
７
０
０
万
円
余
り
あ
り
、
前

年
度
と
比
べ
１
０
６
．
９
％
増
と
な
る
な
ど
、

依
然
と
し
て
悪
質
・
巧
妙
な
業
者
に
よ
る
手
口

は
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

相
談
内
容
の
特
徴

　

海
外
宝
く
じ
の
購
入
を
勧
め
る
「
当
選
商

法
」。
頼
ん
で
も
い
な
い
書
籍
が
送
ら
れ
て
く

る
「
無
断
契
約
」。
健
康
食
品
や
健
康
治
療
器

な
ど
仮
設
店
舗
で
高
額
な
商
品
を
購
入
さ
せ
る

「
催
眠
商
法
」。
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
突
然

の
訪
問
に
よ
っ
て
契
約
さ
れ
ら
れ
る
「
点
検
商

法
」
な
ど
が
割
合
を
占
め
、
特
に
60
歳
以
上
の

相
談
割
合
は
65
％
を
占
め
、
な
か
で
も
一
人
暮

ら
し
高
齢
者
の
契
約
事
例
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。

振
り
込
め
詐
欺
に

　
　
　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い
！！

　

架
空
請
求
ハ
ガ
キ
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ガ
キ
の
内
容
は
、
い

か
に
も
法
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
書
か

れ
て
お
り
、
急
い
で
連
絡
し
な
い
と
大
変
な
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
内
容

が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
相
手
の
言
い
な
り
に

な
っ
て
振
り
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。

架
空
請
求
ハ
ガ
キ
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
⋮

１	　

利
用
し
た
覚
え
が
な
け
れ
ば
払
わ
な
い
。

（
脅
し
文
句
に
ひ
る
ま
な
い
よ
う
に
）

２	　

相
手
に
連
絡
し
な
い
。（
電
話
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
は
絶
対
に
知
ら
せ
な
い
。）

３	　

請
求
ハ
ガ
キ
な
ど
の
証
拠
は
保
管
す
る
。

４	　

悪
質
な
取
り
立
て
の
場
合
は
、
警
察
に
相

談
す
る
。

５	　
「
裁
判
所
」
か
ら
の
「
呼
出
状
」
の
封
書

が
届
い
た
場
合
は
、
直
ち
に
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
相
談
す
る
な
ど
の
対
応
を
と
る
。

佐渡市立
消費生活センターへ
ご相談ください

市立消費生活センター
（市役所佐和田支所内　２階）

開館時間　午前９時～午後４時（平日）
相談料　　無料　　　
☎５７‐８１４３　専用FAX５２‐６０２４

お
気
軽
に
ご
相
談
を

佐
渡
ひ
ま
わ
り
基
金
法
律
事
務
所

場
所　

新
潟
交
通
佐
和
田
ビ
ル
４
階

︵
河
原
田
諏
訪
町
80
│
4
︶

　

☎
₅₈
‐
７
１
６
６
（
要
予
約
）　

　

℻
₅₇
‐
０
３
１
５

　

６
月
10
日
か
ら
佐
渡
市
に
赴
任
し
ま

し
た
。
神
奈
川
県
出
身
の
32
歳
で
す
。

４
年
半
、
新
潟
市
で
弁
護
士
業
務
を

し
、
市
民
の
方
の
身
近
な
弁
護
士
で
あ

り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
当
地
に
赴
任

し
ま
し
た
。
サ
ラ
金
等
の
多
重
債
務
、

損
害
賠
償
請
求
（
交
通
事
故
、
医
療
過

誤
、
先
物
・
投
資
取
引
被
害
等
）
、
悪

徳
商
法
、
そ
の
他
の
民
事
・
家
事
・
刑

事
事
件
全
般
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。 佐藤克哉弁護士


